
上智大学外国語学部ポルトガル語学科同窓会会則 

 

２０１０年５月１６日 制定 

２０２１年８月８日 改定 

 

第１条（名称） 

この会は、上智大学外国語学部ポルトガル語学科同窓会（以下「この会」という）と称する。 

 

第２条（事務所） 

この会の事務所は上智大学内に置く。 

 

第３条（目 的） 

この会は、会員相互の親睦・交流を図るとともに、会員が互いに協力して、学科と現役学生

への支援、上智大学における教育及び研究の発展に貢献することを目的とする。 

 

第４条（事 業） 

この会は、第３条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 

① 会員相互の交流会、親睦会、研究会等の交流・啓発事業 

② 講演会、シンポジウム、公開講座等の教養・文化事業 

③ この学科における教育・研究推進のために必要な支援事業 

④ その他この会の目的を達成するために必要な事業 

 

第５条（会 員） 

１ この会は、次の者をもって構成する。 

① 一般会員 この学科を卒業した者をいう。 

② 特別会員 この学科の教職員並びに顧問が推薦する退任者をいう 

③ 準 会 員 この学科に在籍する者をいう。 

２ 前項にかかわらず、この学科に在籍したことがある者、またはこの会の会員から推薦を受

けて、この会の役員会において承認された者は、この会の会員となることができる。ただし、

いずれもソフィア会会員であることを要する。 

 

第６条（役 員） 

この会には、次の役員を置く。 

① 会 長 １名 

② 副会長 ３名以内 

③ 会 計 1 名 



④ 一般役員 １０名以内 

 

第７条（役員の職務） 

役員は、次の職務をおこなう。 

① 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した順にそ

の職務を代行する。 

③ 会計は、本会の財産及び出納を管理する。 

④ 一般役員は、この会の運営にかかわる円滑な運営を支援する。 

 

第８条（役員の選任） 

１ 役員の選出は、役員会においてその候補者案を作成し、総会において承認を受けるも

のとする。 

２ 会長及び副会長は、役員の互選により選出する。 

３ 会長は、会長及び副会長に異動があったときは、総会においてこれを報告する。 

 

第９条（役員の任期） 

１ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 欠員により補充された役員及び増員により選任された役員の任期は、在任中の他の役

員の残存任期と同一とする。 

 

第１０条（役員の解任） 

役員は、役員会において解任することができる。 

 

第１１条（役員会） 

１ 役員会は、この会の最高決議機関として、会長、副会長、会計及び一般役員によりこれ

を構成する。 

２ 役員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。 

３ 役員会は、次の職務をおこない、この会の運営について責任を負う。 

① 役員、監事及び顧問の選任並びに解任 

② 事業計画及び収支予算の承認 

③ 事業報告及び収支決算の承認 

④ この会の会則の改廃 

⑤ 会員の入会の承認     

⑥ その他この会の運営に関する重要事項の審議及び決定 

４ 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の賛成に



よりこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

５ 監事及び顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。 

 

第１２条（監 事） 

１ この会には、監事を置く。 

２ 監事は１名とし、役員会が選任する。 

３ 監事の任期は第９条に準ずる。 

４ 監事は、この会の活動及び会計を監査する。 

５ 会長は、監事に異動があったときは、総会においてこれを報告する。 

 

第１３条（顧 問） 

１ この会には、顧問を置く。 

２ 顧問は、この学科の学科長を顧問とする。 

３ 顧問は、同窓会とのパイプ役で会長の諮問に応ずる。 

４ 会長は、顧問に異動があったときは、総会においてこれを報告する。 

 

第１４条（総会） 

１ 総会は、会員によりこれを構成する。 

２ 総会は、会長により招集される。 

３ 総会の通知は、会員への通知文章の送付、又は電子メールなどの通信手段による。 

４ 会長は、総会の議長を務める。 

５ 会長は、総会において会務を報告する。 

 

第１５条（経 費） 

１ この会の経費は、終身会費、この会が主催する会合等の参加費、寄付金及びその他の

収入をもって充てる。 

２ 一般会員は、終身会費として、２，０００円を支払うものとする。 

 

第１６条（会計年度） 

この会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

付則 

１．この会則は、２０２１年８月８日から施行する。 


